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行政処分の対象になるほど大きな
問題を抱えていることについて，
もう少し自覚すべきだというお話
を申し上げました。評価必携の中
では，再調達原価の間接法につい
て，ある考えを示させていただい
ております。間接法は，建設事例
から評価対象建物の再調達原価を
求める方法ですから，そこに品等
格差修正が発生します。外壁が御
影石のものと二丁掛タイルのもの
の比較は，格差修正率にして何％
か，これを適切にしませんと再調
達原価が精緻に求まらないわけで
す。その際，土地価格を比準する
ときに，交通接近条件，行政的条
件，環境条件，画地条件など幾つ
かにグルーピングして，それぞれ
修正率を求めて全体の補修正率を
求めるということをしていること
が参考になります。建物について
も，同じように，幾つかの価格形
成要因をグルーピング化して比準
するのが精緻化に効果的ではない

どういう項目を，どういう視点で，
どう調べて，どう記述するかとい
う実務内容が記されています。実
務上はこちらを見れば，レポート
は基本的に出来上がります。
　先ほど紹介させていただいた
HIPは，RICSは自分たちよりも
簡単な仕事であると認識していま
す。つまり，実行する場合はかな
り合理的に進めないと採算がとれ
ないということがありまして，チ
ェック方式に近いような書式を準
備して，これを埋めていけば，安
価な仕事も採算ベースがとれると
いう配慮がされています。基準は
おおよその方向を示した上で，ど
れくらいの報酬がもらえるかとい
うこととの関係で，どう実務対応
すればいいのか，必要と判断すれ
ば，チェック方式のようなものま
で，準備して，職能の周辺が浸食
されないように日々努力をしてい
るということだろうと思います。
　再調達原価のことについて，今，

の価格で入手できますか。
○五十嵐　弊社にもありますが，
560ドルですので約４万円です。
○河野　かなり高額ではあります
が，その中に最新，かつ詳細なデ
ータが収録されているということ
ですね。
○五十嵐　そうですね。これがな
いと仕事にならないということも
あり，560ドルは決して高い値段
ではないと思います。
○河野　そのデータ集には，例え
ば州別の地域格差や，年次別の時
点修正等のデータも載っています
か。
○五十嵐　はい。日本でも地域格
差はあると思いますが，それと同
じように地域格差の別表の資料も
ありますし，建物ごとの品等とい
うか，Aクラス，Bクラスなどを
区分する際のマニュアルのような
ものもあり，非常に充実した資料
だと思います。
○河野　なるほど，ありがとうご
ざいました。
続きまして，中城さんに内外にお
ける有用なデータやツールについ
て紹介いただきたいと思います。
先ほど少し触れられたがRICSの
Red Bookの翻訳・出版，建物の
鑑定評価必携の執筆・編集等に関
わってこられた経験から，参考に
なるような情報をご提供いただき
たいと思います。
○中城　まず，RICSの基準と実
務の概要についてお話しします。
RICS会員が提供する業務として

「RICS住宅購入者向けの調査およ
び評価（HSV）」があり，RICSは
その基準を作成しています。レッ
ドブックに書かれている内容その
ものは，３ページほどの極めて単
純なものです。つまり，基準は定
性的な記述ですが，それを受けて
実務をどう処理するかというプラ
クティスノートが出されています。
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鑑定セミナー・ストック重視・環境重視型社会における建物評価のあり方

イフ化推進の必要性が高まってき
たため，もっと広く活用されるツ
ールを整備する必要があるのでは
ないかというのが今回のツール開
発の話です。その検討のベースに
なるであろうと考えられるのが，
今お話しました運用マニュアルで
ありまして，切り口としては，「基
本性能」，その上に「安全」，「快適」
という分類でそれぞれのビルの診
断項目があって，定量化していく
という構成になっています。そし
て，「基本性能」，「安全」，「快適」
の各評価に対してウエートづけを
行い，診断の総合評価で点数をつ
けます。既存ビルの程度や地域性
もある程度踏まえた結果になると
思いますので，鑑定評価における
物理的要因，機能的要因の分析に
はそれなりに対応するであろうと
思います。それから，経済的要因
についても，ある程度の判断材料
として使えるのではないかと思い
ます。耐用年数に基づく方法につ
いても，築年数が何年だからとい
う単純なものではなくて，維持管
理の状態や改修の程度などによっ
て総合評価点に違いが出ますので，
客観的な根拠の一つとなり得るの
ではないかと思います。さらに，
観察減価法でどの程度の観察減価

成23年10月からは本委員会とし
て「建物評価検討委員会」が設置
される予定です。
　この委員会では，平成22年度
の調査結果を踏まえて，「（仮称）
市場競争力から見た建物評価ツー
ル（オフィスビル用）」を開発し，
普及・啓蒙を行っていくことを考
えております。また，共同住宅用
のツールも必要に応じて開発して
いくのだろうと思います。
　また，日本不動産鑑定協会にお
きましては，平成22年度に設置
された「不動産鑑定業将来ビジョ
ン研究会」において，「建物評価
の充実」が課題の一つとして提示
されまして，平成23年９月から
調査研究委員会において検討を行
うこととなりました。BELCAに
おける新たなツールの活用なども
踏まえて，建物評価の精緻化を図
るための検討を行うことになると
思います。
　BELCA，日本不動産鑑定協会，
いずれにおいても，これから本格
キックオフという段階であろうと
思います。
○河野　吉村さんのお話によると，
BELCAでは既に準備委員会でレ
ポートをまとめられているようで
すが，建物評価の精緻化につなが
る建物評価ツールというのは，ど
んなイメージで，今後どのように
開発しようとされているのか，参
考までに伺いたいと思います。
○吉村　BELCAでは，「ビルの
資産価値を高める〈安心：安全・
快適〉運用マニュアル」というも
のがありまして，これは主にビル
オーナー向けに既存ビルの修繕・
改修に役立ててもらえるようにと
いうことで作成されたものです。
このようなツールや，先ほど来，
話題に挙がっておりました環境不
動産に関しての各所での研究が行
われている中で，建物のロングラ

かと考えて，必携でその方法を示
しました。
　そのときのくくり方として，建
物の部分別科目という原価項目の
分け方に注目しました。この方法
であればいろいろなデータもあり
ますし，専門家に聞いても答えや
すい内容で質問できます。部分別
科目に注目して再調達原価の間接
法による求め方を精緻化しようと
いう内容です。
　評価必携は積算価格のことしか
書いていませんが，複合不動産の
取引事例比較法においても建物の
比準ということが出てきますが，
その際にもこの考え方は援用でき
ます。精緻化のための一つの考え
方として，建物の品等格差修正を
行うために，土地の考え方に類似
の方法で比準をしてはどうかと考
えております。
○河野　中城さん，ありがとうご
ざいます。
　ところで，最近，BELCAや鑑
定協会でも建物評価に関連した各
種の取り組みが行われようとして
いるとお聞きしております。吉村
さんから，そうした動きを踏まえ
て，適正な評価に有用なデータや
ツールについて言及していただき
たいと思います。
○吉村　まず，BELCA（公益社
団法人ロングライフビル推進協
会）におきまして，平成21年度
の事業委員会で，「既存建物の改
修を促進し，良好な建築ストック
を形成するためには，建物の性能
や質が適正に評価される必要があ
り，建物の適正な価格評価のガイ
ドラインを作成し，普及に努める
ことが必要である。」という見解
がまとめられました。これを受け
て，平成22年度に，「既存ビルの
適正な価格評価実現方策の検討委
員会（主査：中城康彦）」が準備
委員会として設置されまして，平
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感です。プラス評価の一例として
挙げれば，建物と一体的に整備さ
れた庭園等を評価する場合，庭園
というのは，時間の経過とともに
熟成して非常に高い価値が累積し
ているという判断を下すケースが
多いものです。先ほども中城さん
から触れられましたが，そうした
価値を鑑定評価の中にどう生かし
ていくかということが大事なこと
だと思っております。ただ，この
議論は別の機会に譲りたいと思い
ます。
　続きまして，中城さんからご意
見を伺います。
○中城　先ほど五十嵐さんからも
ご指摘がありまして，私もそれを
引用させていただきましたが，原
価法は理論的な方法であるので理
論的に求める，つまりデータに基
づいて評価するということをもう
一段進めるべきだろうと思います。
そのために，鑑定評価においては
きちんと情報を徴求するというこ
とです。情報がなくても判断でき
るから特段の必要性はないという
ことではなく，情報をしっかりも
らい，それを価格に反映すること
が必要になるということが１点目
です。
　そのために，建物の履歴情報を

　減点主義ではありませんが，設
計や施工が優れているとか，維持
管理の状態が良好であるといった
プラスの項目が，なかなかプラス
評価として反映されにくいという
ことが現状であって，地道に良い
設計・施工・管理運営を行ってい
る不動産及びその関係者は，得る
べき利益を損なってしまうことが
多分にあるのではないかと思いま
す。
　特に，環境関係の要因に関して
は，マイナス評価のみならずプラ
ス評価を積極的に導入しなければ，
環境配慮に対応する不動産が増え
て，環境に対する社会の意識が高
まる時代においては，評価の適正
性が疑われて，優良なストックが
損なわれてしまう危険性があると
思います。
　以上のことを踏まえて，建物評
価の精緻化の方向性にマッチする
評価軸の整理やツールの活用など
が必要であると考えております。
これまでは，物理的，機能的，経
済的要因を，減価修正における減
価の要因として捉えてきましたが，
プラス評価の重要性をかんがみる
と，今後は，増価の要因としても
捉える必要があると思います。物
理的，機能的要因については，建
築の専門家の意見を活用するなど
して，より一層精緻な分析を行う
べきでしょうし，経済的要因につ
いては，物理的，機能的要因を踏
まえて，評価軸の整理などを行っ
て，的確な要因分析が求められる
のではないかと思います。
　これらを検討するにあたっては，
鑑定評価基準，ガイドライン，実
務指針などの将来の改正も見据え
た取り組みが必要であると思いま
す。
○河野　確かに，「減点主義に基
づく建物評価のスキームはいかが
か」というご指摘ですが，私も同

をすべきかを判断する際にも，同
じエリア，規模，築年数の既存ビ
ルで手の入れ方の違いなどを数量
化できるツールであるため，有効
な判断材料の一つとなるのではな
いかと思います。
　決して，このツールだけで不動
産鑑定評価における建物ファクタ
ーをすべて拾いきれるとは思わな
いのですが，有用なツールになる
ことを期待しておりますので，こ
れから開催される委員会で実のあ
る検討がなされればと思っており
ます。

建物評価に関連して
取り組むべき方向

○河野　それでは，最後の論点に
入りますが，今後，我々が取り組
むべき方向性について整理して，
建物評価の精緻化に繋げていけれ
ばと思っています。
　これまでの議論をお聞きしてい
ますと，建物評価において，さら
に精緻化を図るべきである，その
ために取り組むべき事項は多々あ
るというご指摘でしたが，その辺
をもう少し詳しく伺います。

「今後，建物評価に関連して取り
組むべき方向」ということで，ま
ず吉村さんからご指摘いただきた
いと思います。
○吉村　先ほども少し触れました
が，建物評価におけるリスク把握
に関しては，エンジニアリング・
レポートが重要な役割の一端を担
っているのではないかと思います。
建物の遵法性，仕上・構造，設備
システムや劣化状況，環境リスク，
土壌汚染リスク，地震リスクなど
について把握できますが，不動産
鑑定における経済価値の判定にあ
たっては，こうしたものはこれま
でマイナス評価として見られる局
面が大半ではなかったかと思いま
す。
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価値に割り戻して控除すべきでは
ないかと。また，評価額は，積算
価格と収益価格の両方を出してい
るけれども，経済的減価を適切に
反映している，つまり将来の建物
の取り壊し費用をDCFの過程で
計算している収益価格の方が積算
価格よりも優先されるべきではな
いか，という質問を受けました。
　建物評価で経済的減価を求める
にあたって，取引事例比較法や収
益還元法を用いて求めるという考
え方ができるのは，やはり不動産
鑑定士が一番適しているかと思い
ます。そうすることによって，第
三者や直接のクライアントに対し
て論理的に説明することが可能と
なりますし，不動産鑑定士の地位
向上も保てるのではないかと思っ
ています。
　よく拝見するレポートで，積算
価格に一体減価や市場性減価で補
修正している場合がありますが，
こうした場合，海外のクライアン
トや第三者の質問に対して答えづ
らい部分があるので，こうした部
分については注意すべきではない
かと思っております。
○河野　お三方から，今抱えてい
る建物評価に関連して，解決すべ
き課題を踏まえながら，どういう
取り組みをなすべきかという意見
をいただきましたが，さらに補足
することがあれば何方からでもご
発言願います。
○中城　先ほど，吉村さん，河野
さんからもご指摘がありましたが，
土地と建物だけで考えると抜け落
ちるもの，つまり，外構の価値や
外構がその状態になるまでに積み
重なってきた時間の価値，そうい
うものは一つの敷地だけでは実現
できないという意味では，そうい
うことに価値を認めているコミュ
ニティの状態であるとか，そうい
うものが，特に原価法では反映す

引で簡便な評価書を出すというこ
とも，5000人とも言われる鑑定
士の業務のためには必要になって
こようかと思います。
　そういうときに，簡単なものだ
から適当に評価すればいいという
ことでは，かえって自縄自縛です
ので，そういうものについても徴
求し得る報酬料の中で精緻なもの
を作成する。精緻化の意味をいろ
いろなところで拡大して考えなけ
ればいけないという局面に立ち至
っていると考えております。
○河野　それでは，五十嵐さんか
ら，この問題についてご意見を伺
います。
○五十嵐　吉村さんのお話にもあ
りますとおり，原価法では，やは
り経済的減価をどのように扱うか
ということがメインテーマになる
と思います。また，中城さんのお
話のとおり，不動産鑑定士が今後，
建物評価についてより精緻化を図
っていくことは，不動産鑑定士は
もちろん，今，いろいろな問題を
抱えているクライアントにとって
も重要だと思っています。
　そうした中で，海外のクライア
ントから最近あった質問が思い出
されました。対象となるのは事業
用の定期借地権付建物で，いわゆ
るショッピングセンターのような
ものですが，テナントが満室で稼
働していました。この場合，評価
対象は，事業用の定期借地権がつ
いていますが，基本的には建物が
中心と考えていいのかと思ってお
ります。したがって，原価法と収
益還元法（DCF）を適用できる
と思います。その場合に，物理的
減価は耐用年数に基づく減価額で
十分に対応できるかと思いますが，
海外のクライアントから指摘があ
ったのは，経済的減価を具体的な
金額として査定するにあたって，
将来の建物の取り壊し費用を現在

蓄積することを社会の慣行として
定着させる必要があろうと思って
います。現在，そういう情報を預
かる仕組みが住宅については動き
始めています。鑑定評価でも，建
物が建てられて以降のいろいろな
情報に基づいて評価するという仕
組みを武器にできます。鑑定の世
界も履歴情報を蓄積する仕組みを
支援し，自分たちもそれを利用す
ることがこれからの方向性だと思
います。
　２点目は，予測の原則について，
専門家としてもう少し自信を持っ
て適用するということです。つま
り，市場代行者という名のもとに，
市場で今見えていないものは評価
しない，そういう意味では保守的
な評価をしていますが，考えてみ
れば，建物は，一般的に，価格時
点以降，何年，何十年と残存する
わけですから，その間に将来のい
ろいろな社会・経済の変化の中に
建つわけです。それを引き戻して
価格時点の価格を評価しているわ
けですので，環境や長期耐用など，
試みは見え隠れしているが，それ
を市場がどう評価するかというこ
とについて必ずしも客観的なデー
タがないことについて，予測の原
則をきちんと適用することが，精
緻化，さらには社会の信頼につな
がるのではないかと思っています。
不動産鑑定士はそれが許されてい
る専門家といえます。
　イギリスの例で幾つかご紹介し
たようなことが日本でもこれから
起こる，あるいは，起こさなけれ
ばいけないだろうと思っています。
つまり，鑑定評価の業務が拡大し
ない中で，周辺の業務に鑑定士が
乗り出していくことが必要になろ
うかと思います。先ほどのイギリ
スの例にならえば，鑑定士が今ま
では携わってこなかったような安
価で簡便な仕事，例えば住宅の取
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おり，対象不動産がこれらを遵守
しているかどうかを厳密に調査す
ることは言うまでもないことです。
さらに一歩進んで，優良な環境不
動産のストック形成，環境・エネ
ルギー技術の向上等，環境パフォ
ーマンスの向上に貢献している建
物については，建築コストが高い
という費用分析に留めずに，収益
性・市場性の観点から十分に分析
を行って適正な価値把握に努める
必要があるでしょう。
　従って，今後の取り組みとして
は，既に各方面で着手されている

「不動産に係る環境価値評価基準」
の整備を促進し，環境配慮型不動
産の供給及び不動産の取引市場並
びに投資市場の状況等々に注視し
ながら，不動産市場におけるパフ
ォーマンスの検証を蓄積して，そ
の結果を順次反映しながら適正か
つ説明力のある評価を実践するよ
うに努めるべきであると思います。

結　び

○河野　それでは，最後に皆さん
方から，本日のセミナーに関連し
て一言ずつ感想を伺いたいと思い
ます。
　まず，中城さんからお願いしま
す。
○中城　不動産鑑定士という不動
産の中核をなす専門家が，土地か
ら建物へ主役が変化する中で，建
物評価の精緻化に目をつむるのは，
専門家として自己否定にほかなら
ない，専門家としての自殺行為で
あると考えます。本日，皆さんの
意見を聞いてますますそういう意
を強くしました。
　建築等，他の専門家と協働すれ
ばいいという考え方もありますし，
それも必要なことと理解しており
ます。しかし，それも度を過ぎる
と結果は同じことになるのではな

は拾いきれない部分があると思い
ます。
　ですからそのあたりは，土地・
建物以外に，「その他」という部
分が，少なくとも積算価格の内訳
としてあるべきではないかと思い
ます。この辺は，鑑定評価基準で
もあまり明確にされていない部分
なので，証券化対象不動産の評価
の場合などでは，往々にして，な
ぜ収益価格が積算価格をこんなに
上回ってしまうのかという乖離率
の議論となりますが，そもそも構
造的な問題にも目を向けて，そこ
を再考する必要があるのではない
かと思います。
○河野　五十嵐さん，何かコメン
トすることがありますか。
○五十嵐　本日のセミナーは非常
に有意義で，勉強になりました。
というのも，例えば先ほどの吉村
さんの原価法の課題で，経済的減
価が一番対応しなければいけない
問題であると，私も以前からそう
思っていましたし，非常に有益だ
ったと思います。
　また，先ほど中城さんから紹介
がありました外溝・工作物実例デ
ータ集も，実務上，非常に助かっ
ています。使う頻度は少ないかも
しれませんが，あまり一般的では
ない情報をきちんと常日ごろから
集めていくことの重要性を改めて
認識することができました。
○河野　五十嵐さん，ありがとう
ございます。
　ところで，これまでの議論を振
り返ってみますと，わが国でも環
境重視型社会に移行しつつある状
況下で，今後の取り組みとしては，
環境に配慮した建物であるか否か
を，費用性・収益性・市場性にど
のように関連づけて評価するかと
いう重要な課題があると思います。
　近年，環境問題に対する各種の
法律・条例等が制定・施行されて

る部分がないというのは，手法と
して不十分ではないかと思います。
　熟成度修正が別の概念としてあ
りますが，同様の発想による広義
の熟成度修正を考える余地がある，
吉村さんは，それを「増価」とお
っしゃいました。「増価」という
と抵抗を持たれる方もいると思い
ますので，少し違う見せ方で表現
して，基準あるいはそれに近しい
ものの中に入れ込むのがよいので
はないかと思います。
　今般紹介いただきました評価必
携の姉妹版に「工作物外構編」が
あって，土地・建物には含まれな
いが，その価値を構成するものの
見方について，資料を提供してい
ます。しかし，資料があるだけで
は価格に反映できないから，両者
をつなぐ概念を基準の中に盛り込
んでもいいのではないかと思って
おります。
○吉村　今お話があった積算価格
の問題点については，今日の建物
評価のテーマから話が少しずれる
かもしれませんが，少し進展があ
ってもいい課題だと考えておりま
す。先ほど五十嵐さんから，海外
では，収益不動産の場合，積算価
格と収益価格が乖離していて，そ
の乖離の原因の一つを開発利益と
捉えて，積算価格に加味して考え
るというお話がありました。土地
と建物のパーツだけを積み上げて
いく積算価格と，複合不動産とし
ての収益価格を対比して評価して
いるのが現状だろうと思いますが，
実際に収益価格を考えてみますと，
収益不動産として稼働する状態を
作り出すために事業化する段階で，
土地と建物のパーツだけではなく
て，その他の付随的なコストがか
かっていますし，あるいは，実際
に収益を生んでいる細かい工作物
や空間などの部分は，土地・建物
のパーツを積み上げた積算価格で
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鑑定セミナー・ストック重視・環境重視型社会における建物評価のあり方

織といった単一体での取り組みで
は難しいように思います。また，
吉村さんと五十嵐さんからご指摘
がありましたように，いろいろな
方が，いろいろな角度から問題解
決に取り組んで，その成果を公表
しながら，議論に供する。その議
論の積み重ねがあってこそ，はじ
めて建物の評価，ひいては複合不
動産の鑑定評価の精緻化と説得力
を向上させ得るのであろうと，つ
くづく感じました。
　本日は限られた時間での座談会
でしたので各論にまで踏み込めな
かったのは極めて残念でしたが，
今後，機会があれば，本誌におい
て，建物評価に各論のテーマを取
り上げていただき，さらに議論を
深めていただければ幸いです。そ
して，今回のセミナーがその契機
になれば，望外の喜びであります。
　本日の議論に参加いただいた中
城さん，吉村さん，五十嵐さんの
お三方に改めて御礼を申し上げ，
本セミナーを終了したいと思いま
す。
　ありがとうございました。

（ 2011年10月７日，霞ヶ関の霞山
会館にて収録）

変重要性が高まっていると思いま
す。そして，不動産鑑定士が中心
となってこの社会のニーズにいか
に応えられるかが今問われている
と感じています。
　これまで，土地の要因分析や収
益還元法の精緻化に十分に取り組
んできた実績がある不動産鑑定士
という研究熱心な専門職業家であ
れば，建物評価についても積極的
な取り組みができる可能性が十分
にあるのではないかと期待したい
と思います。
○河野　要するに，土地の評価に
傾注した取り組みと同等の努力を
すれば，もっと建物評価の精緻化，
ひいては不動産全体の適正な評価
に繋がっていくということでしょ
うか。
○吉村　はい。
○河野　本日は，皆様方から貴重
なご意見，ご提案を頂戴し，誠に
ありがとうございました。本セミ
ナーを通じて幾つかの問題が明ら
かにされました。中城さんからは
新たな視点に立脚した評価の考え
方が幾つか示唆されました。また，
これらの課題を解決するためには，
特定の者，あるグループ，ある組

いかと思っています。そういう意
味で，鑑定士は，敢然と建物評価
に取り組むべきでありましょう。
方法論を確立し，理念と実務を結
ぶプラクティスノートのようなも
のを作成し，研修を行い，専門家
としての能力を高めることがとて
も大事ではないかと考えました。
　以上です。
○河野　次に，五十嵐さん，いか
がでしょうか。
○五十嵐　本日のテーマで思いま
すが，建物評価の精緻化は，不動
産鑑定士が必要としているという
よりも，依頼者が，不動産鑑定士
に今まさに求めていることですし，
これは不動産鑑定士にとってはチ
ャンス以外の何ものでもないだろ
うと思います。ですので，いろい
ろなデータを集めるなり，分析検
証すれば，依頼者に対しての説明
責任も果たせますし，まさに今取
り組むべき問題ではないかと思っ
ています。
○河野　続いて，吉村さんいかが
でしょうか。
○吉村　冒頭の繰り返しになりま
すが，建物評価というのは古くて
新しいテーマであって，昨今，大


